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佐倉市条例第   号 

   佐倉市公共下水道区域外流入条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」という。）

第２４条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定

に基づき、公共下水道の事業計画区域以外の区域からの汚水の流入の許可に

関すること及びその受益者から公共下水道に係る下水道事業に要する費用の

一部に充てるために徴収する区域外流入分担金（以下「分担金」という。）に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）公共下水道 法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

（２）区域外流入 法第４条第１項に規定する事業計画に定められた区域以外

の区域から公共下水道に汚水を排除することをいう。 

（３）区域外排水区域 区域外流入を行う土地の範囲をいう。 

（４）受益者 区域外排水区域の土地の所有者（当該土地が地上権、質権又は使

用貸借若しくは賃貸借による権利（建物の所有以外の目的又は一時使用の

ために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。）

の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主

又は賃借人）をいう。 

 （許可の申請） 

第３条 区域外流入の許可を受けようとする者は、佐倉市下水道条例（昭和４２

年佐倉市条例第１３号の２）第１５条で定めるところにより上下水道事業管



理者（以下「管理者」という。）に申請しなければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様とする。 

 （許可の要件） 

第４条 管理者は、前条の規定による申請が次に掲げる要件のいずれにも該当す

るときは、区域外排水区域を認定して、区域外流入を許可することができる。 

（１）汚水を排除しようとする土地が、公共下水道全体計画区域（法第２条の

２第２項に定める区域をいう。）内の土地であること。 

（２）汚水を排除しようとする土地が、公共下水道が既に整備された道路等に

面した土地かつ法第４条の規定による事業計画が決定された区域に隣接し

た土地であること。ただし、公共施設並びに社会福祉法人、医療法人及び

学校法人の施設の用に供される土地は、この限りでない。 

（３）市に公共下水道の整備及び管理に係る新たな負担を生じさせないもので

あること。 

（４）汚水を自然流下により既設の公共下水道に排除することができるもので

あること。 

（５）排除する汚水の計画量が公共下水道の構造及び管理に影響を与えない量

であること。 

（６）排除する汚水が法及び佐倉市下水道条例に規定する水質基準に適合して

いること。 

 （許可決定） 

第５条 管理者は、第３条の規定による申請があったときは、その内容を審査の

上、許可又は不許可を決定し、その旨を同条の規定による申請をした者に通知

するものとする。 

 （排水設備の設置） 



第６条 前条の規定により許可を受けた受益者は、自らの費用で汚水を公共下

水道に排除させるために必要な排水管、排水渠
きょ

その他の排水施設（以下「排水

設備」という。）を設置しなければならない。ただし、管理者が特に必要があ

ると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができ

る。 

２ 法第１０条第２項及び第３項の規定は、排水設備の改築若しくは修繕又は

清掃その他の維持並びに設置及び構造の技術的な基準について、準用する。 

 （分担金の額） 

第７条 受益者が負担する分担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

（１）佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４８年佐倉市条例

第２２号。以下「負担金条例」という。）の適用を受ける区域の公共下水道

に汚水を排除する場合 負担金条例第４条の規定により算出された額 

（２）前号に規定する区域以外の公共下水道に汚水を排除する場合 佐倉市公

共下水道事業受益者分担金徴収条例（平成４年佐倉市条例第１４号。以下

「分担金条例」という。）第４条の規定により算出された額 

 （分担金の賦課及び徴収） 

第８条 管理者は、第５条に規定する許可をしたときは、その都度、当該受益者

に係る分担金の額を定め、これを賦課するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分

担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。 

３ 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

４ 既に納付された分担金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由がある



と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （分担金の減免） 

第９条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免する

ことができる。 

（１）国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に

係る受益者 

（２）地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 

（３）国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る

受益者 

（４）前３号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金の額を減免する

必要があると認められる土地に係る受益者 

 （分担金の徴収猶予） 

第１０条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の

徴収を猶予することができる。 

（１）受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を

猶予することが徴収上有利であると認められるとき。 

（２）受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該

分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得

ないと認められるとき。 

 （延滞金） 

第１１条 管理者は、第８条第２項の規定により通知した納付期日までに分担

金を納付しない受益者があるときは、当該分担金額に、その納付期日の翌日か

ら納付の日までの期間に応じ、当該金額が２，０００円以上（１，０００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）であるときは、当該金額につき



年１４．５パーセント（当該納付期日の翌日から起算して１月を経過する日ま

での期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額（１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に相当する延滞金を加

算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額が１，０００円未満である場

合は、この限りでない。 

 （賦課対象区域への編入に伴う措置） 

第１２条 分担金条例第３条に規定する賦課対象区域又は負担金条例第３条に

規定する賦課対象区域に区域外排水区域が編入されたときは、第８条第１項

の規定により賦課した分担金は、それぞれ、分担金条例第５条第１項に規定す

る分担金又は負担金条例第５条第１項に規定する負担金が賦課されたものと

みなす。 

 （許可の取消し） 

第１３条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

第５条に規定する許可を取り消し、既に設置した排水設備があるときは受益

者の負担で当該排水設備の全部又は一部を撤去させることができる。 

（１）第４条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。 

（２）法、佐倉市下水道条例その他関係法令若しくはこの条例の規定に違反した

とき又は管理者の指示に従わないとき。 

（３）偽りその他不正の手段により第５条に規定する許可を受けたとき。 

（４）前３号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 



１ この条例は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に第３条に規定する申

請を行った者について適用する。 

 （延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第１１条に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準

割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算した割

合をいう。以下この項において同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、年１４．５パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割

合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 


